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平成３０年６月銚子市教育委員会定例会議事録 

 

１ 日  時 

 平成３０年６月２７日（水） 

   午後３時１５分 開 会   午後３時５１分 閉 会 

 

２ 場  所 

銚子市役所 ３階庁議室 

 

３ 出席委員 

 教育長    石 川 善 昭 

委 員    八 角 憲 男 

委 員    鈴 木 猛 志 

委 員    大八木 鷹 次 

委 員    伊 藤 晴 美 

 

４ 出席職員 

    

学校教育課長     北村  卓 社会教育課長     柴  紀充 

銚子市立銚子高等学校長 伊藤 政利 学校教育課主幹（教育総務室長）佐久間洋子 

社会教育課主幹（生涯学習室長兼文化会館長) 春山 敏郎 学校教育課課長補佐  鈴木 益実 

学校教育室長     井上 新治 指導室長(兼小児言語指導センター所長)髙野美樹子 

青少年指導センター所長 網中 昭仁 市民センター所長   篠塚 信次 

公正図書館長     山谷憲一郎 スポーツ振興室長(兼体育館長)飯笹 博充 

文化財・ジオパーク室長 小川 正俊 銚子高等学校事務長  高森 良文 

 

５ 議題等 

議案第１５号 銚子市学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

議案第１６号 平成３１年度銚子市立高等学校第１年次入学者選抜要項について 

報告第 １号 ブロック塀等の安全点検について 

報告第 ２号 銚子西中学校制服の決定について 

 

６ 議事の内容 

【教育長】 開会宣言 午後３時１５分 

ただいまより、平成３０年６月銚子市教育委員会定例会を開会いたします。 

では、直ちに本日の会議を開きます。 

はじめに、議事録の承認についてお諮りいたします。 

５月２９日に開催いたしました平成３０年５月教育委員会定例会の議事録を事前に

お配りしておりますが、よろしければ承認したいと思います。ご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 
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【教育長】 

ご異議ないものと認めますので、当該議事録について承認いたします。 

【教育長】 

次に教育委員会に関する報告をいたします。 

【教育長】 

 

（別添資料により報告） 

 

【教育長】 

その他、教育委員より報告することがございましたら、お願いします。 

【教育長】 

それでは、議事に入ります。 

日程第１  議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は、鈴木委員、大八木委員を指名します。 

【教育長】 

続きまして、日程第２ 議案第１５号を議題といたします。 

議案を職員に朗読させます。 

        （職 員 朗 読） 

【教育長】 

 所管課長の提案理由の説明を求めます。 

【学校教育課長】 

議案第１５号銚子市学校給食センター運営委員会の委員の委嘱について、ご説明い

たします。現在、委嘱しております銚子市学校給食センター運営委員会委員の内１０

名が、人事異動等により退任されましたので、後任として新たに委員を委嘱しようと

するものです。委員として委嘱しようとする方々は、各関係機関から推薦のありまし

た１０名です。委員個々の氏名等は、名簿に記載のとおりですので、省略させていた

だきます。委員の任期は、銚子市学校給食センター条例第５条第４項の規定により   

２年ですが、今回は、欠員のため新たに委嘱しようとするものであることから、残任

期間である平成３０年７月１日から平成３１年６月３０日までの１年間となるもので

す。以上で説明を終わります。よろしく、ご審議の程をお願いいたします。 

【教育長】 

以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

【教育長】 

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はございませんか。 

【教育長】 

討論なしと認めます。 

これより採決をいたします。議案第１５号について、原案のとおり決することに賛

成の委員の挙手を求めます。 
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【全委員】 （挙手） 

【教育長】 

挙手全員であります。 

よって、議案第１５号は原案のとおり決しました。 

【教育長】 

続きまして日程第３  議案第１６号を議題といたしますが委員の皆さんにお諮りし

ます。議案第１６号は市立銚子高校の入学者選抜の案件で、公表前のため、審議は非

公開にし、公表は県立高等学校に合わせる必要があるため、議事録の公開は、県の教

育委員会会議で議決した以降にいたしたいと思いますがいかがでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

【教育長】 

ご異議ないものと認めます。 

よって議案第１６号は非公開とし、議事録への記載はしないこととします。 

この際、暫時休憩いたします。関係職員以外は退席をお願いします。 

 

《 職  員  退  室 》 

 

【教育長】 

休憩に前に引続き、会議を開きます。 

日程第３ 議案第１６号を議題といたします。 

議案を職員に朗読させます。 

        （職 員 朗 読） 

【教育長】 

 所管課長の提案理由の説明を求めます。 

【学校教育課長】 

議案第１６号「平成３１年度銚子市立高等学校 第１年次入学者選抜要項について」

ご説明申し上げます。本要項は、平成３１年度千葉県県立高等学校第１学年入学者選

抜要項に準じ、銚子市立高等学校の募集定員、選抜枠、期待する生徒像、検査の内容

等を定めるものです。募集定員は、全日制の課程、普通科・理数科のくくり募集とし、

３２０名で前年度と変更ありません。それでは、選抜要項の主な改正点について、ご

説明いたします。別添、「平成３１年度銚子市立高等学校第１年次入学者選抜要項」  

１ページ中段の「２ 入学許可候補者（内定者）の選抜枠及び期待する生徒像」をご

覧ください。平成３０年度と比較しますと、一部追加された文言がございますが、よ

り簡潔で分かり易い文章への変更となっております。趣旨は変わっておりません。詳

細は、別添資料のとおりですのでご参照ください。また、入学確約書の提出が、昨年

度の正午から午後４時までに変更になっております。それ以外は、年月日、年度の変

更はありますが、昨年度と大きな変更点はございません。千葉県教育委員会において

も、教育委員会会議が開催され、県立高等学校の入試要項が同様に議決され、８月中

には、市立高校も含めて公立高等学校入学者選抜実施要項が配布されます。以降、市

立高等学校の入学者選抜については、県立高校と歩調を合わせて実施して参ります。
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なお、県立高校の定員数については、８月下旬に発表となります。その際に、市立高

等学校の定員数の発表も揃えることとしておりますので、本日、市立銚子高等学校の

定員が決まりましても、８月下旬に県教育委員会が報道発表するまで、公開しないで

いただくよう、よろしくお願い申し上げます。以上、議案第１６号の説明を終わりに

いたします。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

【教育長】 

以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

【教育長】 

質疑なしと認めます。 

【教育長】 

これより採決をいたします。議案第１６号について、原案のとおり決することに賛

成の委員の挙手を求めます。 

【全委員】 （挙手） 

【教育長】 

挙手全員であります。  

よって、議案第１６号は原案のとおり決しました。 

この際、暫時休憩いたします。 

 

《 職 員 再 入 室 》 

 

【教育長】 

休憩前に引続き、会議を開きます。 

ただいまの議事の結果を申し上げます。 

採決を行いまして、議案第１６号は、原案のとおり決しました。 

【教育長】 

続きまして、日程第４ 報告第１号について、所管課長から説明をお願いします。 

【学校教育課長】 

ブロック塀等の安全点検についてご報告します。６月１８日に発生した大阪府北部

を震源とする地震により、コンクリートブロック塀が倒壊し、通学途中の児童が亡く

なるという痛ましい事故が発生しました。本市では、日頃から学校における安全管理

や安全教育に重点を置き、安全・安心な学校づくりを推進しておりますが、現在改め

て各校でブロック塀等の安全点検を実施中で、ブロック塀に該当、もしくは倒壊のお

それのあるものについて各校から報告が上がってきおり、教育総務室の技師が各校を

まわって点検を進めています。その中で投てき板が基準に合わない箇所があり、学校

に即座に対応していただき、児童が近付かないようにカラーコーンを設置して安全を

確保しているところです。また、震災時の対応について児童生徒への確認、指導の徹

底を図っているところであり、６月２５日には、市内の小・中学校、市立幼稚園、市

立高校の保護者向けに、自宅周辺及び通学路の危険個所の有無について、児童生徒と

ご確認いただくとともに、休日や放課後等も含めた震災時の対応について、改めての
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指導を依頼する文書を発出し、安全・安心を守るための取組への協力を依頼したとこ

ろです。 

【社会教育課長】 

続きまして、社会教育施設における調査の結果についてご報告します。問題となり

ますブロック塀に該当するものについて、危険な個所はありませんでした。ブロック

塀がある箇所は、市民センター所管の東部コミュニティセンターと海上コミュニティ

センターの２カ所で、ともに隣接する民有地との境目に設けてありました。高さは   

１．５ｍ程度で、建築基準法施行令の基準２．２ｍ以下で、高さ１．２ｍを超えた場

合は控え壁を３．４ｍ以内ごとに設置することになっていますが、１．２ｍごとに控

え壁が設置されていることを確認しています。外観上も傾きやひび割れや破損はあり

ませんでした。また、ブロック塀ではありませんが、市野球場忠霊塔側のコンクリー

ト塀についても点検をおこないました。こちらは鉄筋コンクリート製で柱の間にブロ

ックではなくコンクリート板をしっかりはさんだような構造で、土手があり、道路か

らは多少距離があります。かなり古いものですが、外観上、特に倒壊の恐れのあるよ

うな箇所は見当りませんでした。ただ、一箇所コンクリート板のひび割れが見られ、

市民から問い合わせがあり、確認したところ、内側に塗り固めた補強の跡があり、倒

壊の危険はないと思われますが、外見上不安を煽ることのないよう、外側も塗り固め

るなど何らかの措置を講じたいと考えています。なお、市立病院側の道路沿いは金属

製の壁となっており、こちらも倒壊の危険はないと思われます。説明は以上です。 

【教育長】 

以上で説明は終わりました。 

ただいまの説明に対しまして、ご意見、ご質問等はございませんか。 

【伊藤委員】 

学校施設は技師にみてもらったとのことですが、教育施設についても技師にみても

らったということでしょうか。 

【社会教育課長】 

学校施設と同様に教育総務室の技師により確認を行っています。 

【教育長】 

ほかに質問はございませんか。 

続きまして、日程第５ 報告第２号について、所管課長から説明をお願いします。 

【教育総務室長】 

銚子西中学校の制服について、これまでの経緯と今後の予定についてご報告します。

昨年１０月から制服検討部会を立ち上げまして、５回にわたり検討してまいりました。

制服業者７社による企画書の書類審査を行い、その後３社によってプレゼンテーショ

ンを経て、統合準備委員会で承認を得たところです。決定しました業者は、岡山県倉

敷市に本社があります、児島株式会社で、埼玉県さいたま市の関東営業所と庶務関係

の調整をしております。今後の予定ですが、７月２０日、まず児童生徒へお知らせを

しまして、８月１日以降銚子の広報やホームページでお知らせします。また、併せて

銚子市内の販売業者を募集して説明会を開催し、児島株式会社との契約を経て、採寸

等が始まり、平成３１年の春に入学する生徒の皆様から、新しい制服を着用していた
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だくことになります。平成３３年、２０２１年の開校時には、１年生から３年生まで、

全ての生徒が新しい制服を着用することとなります。 

写真にはありませんが、付属品として女性用のスラックスを用意しました。価格に

ついては、冬服のブレザーとスカートまたはスラックスのセットで３万６千２８８円

で男女とも同一価格で予定しています。ワイシャツについては白の市販のものを用意

していただくということで、特に定めはございません。以上、簡単ですが説明を終わ

らせていただきます。 

【教育長】 

以上で説明は終わりました。 

ただいまの説明に対しまして、ご意見、ご質問等はございませんか。 

【八角委員】 

制服業者７社は岡山の業者が多いのですか。 

【教育総務室長】 

西日本の業者が多く、銚子中学校の制服決定の際の取扱いを希望していた８社にお

声掛けをしまして、そのうち１社だけは辞退をされまして、残り７社で書類審査をさ

せていただいたところです。 

【伊藤委員】 

スカートの裾の部分の刺繍は校章ですか。 

【教育総務室長】 

校章はこれから決定してまいりますので、スカート裾の刺繍については、業者から

提案いただいた、銚子西のＣＮをデザインしたワンポイントのマークになっています。

また、生徒指導上スカートの丈を調整していないことがわかるようになっています。 

【鈴木委員】 

男子生徒にはワンポイントの刺繍はありませんか。 

【教育総務室長】 

男子生徒にはＣＮのワンポイントの刺繍はありませんが、男女ともにＣＮのデザイ

ンのはいった釦が付いています。 

【教育長】 閉会宣言 午後３時５１分 

ほかに質問はございませんか。なければ、以上をもちまして、平成３０年６月銚子

市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

銚子市教育委員会会議規則第18条第2項の規定により署名する。 

 

  平成３０年７月２７日 

 

              署名委員   鈴 木 猛 志 

 

              署名委員   大 八 木 鷹 次 

 


